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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
十
四
号 

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
及

び
第
三
項
（
同
令
第
五
十
二
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
六
、
第
五
十
七
条
の
七

第
一
項
及
び
第
二
項
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
五
十
七
条
の
十
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
同
項
第
二
号
（
同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
号

）
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
上
労
働
の
安
全
及
び
衛
生
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
訓
練

及
び
実
技
講
習
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

海
上
労
働
の
安
全
及
び
衛
生
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
訓
練
及
び
実
技
講
習
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
等
を
定

め
る
告
示 

（
特
定
雇
入
契
約
以
外
の
雇
入
契
約
を
締
結
し
た
際
の
基
本
訓
練
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
） 

第
一
条　

船
員
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
船
員
の
基
本

訓
練
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
は
、
別
表
第
一
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
訓
練
事
項
の
区
分
に
応
じ
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、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
講
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

２　

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
に
掲
げ
る
船
員
の
基
本
訓
練
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
は
、
別
表
第
一
の

上
欄
に
掲
げ
る
訓
練
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
（
第
四
号
７
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
内
容
に
つ

い
て
講
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
特
定
雇
入
契
約
を
締
結
し
た
際
の
基
本
訓
練
及
び
実
技
講
習
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
） 

第
二
条　

規
則
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
船
員
の
基
本
訓
練
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
は
、
別

表
第
一
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
限
る
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
訓
練
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
講
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

２　

規
則
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
の
表
第
二
号
に
掲
げ
る
船
員
の
基
本
訓
練
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
は
、
別
表
第

一
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
訓
練
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
（
第

四
号
７
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
講
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

３　

規
則
第
五
十
二
条
の
四
第
三
項
（
規
則
第
五
十
二
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
告
示
で
定
め

る
基
準
及
び
規
則
第
五
十
二
条
の
六
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る

。 一　

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
実
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
三



- 3/16 -

時
間
以
上
の
実
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
習
の
講
師
及
び
受
講
者
の
比
率
そ
の
他
の
事
情
を
勘

案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
情
に
応
じ
、
当
該
実
習
に
係
る
時
間
数
を

減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二　

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
員
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
別
表

第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
実
習
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
、
国
土
交

通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
船
上
に
お
け
る
実
習
及
び
視
聴
覚
教
材
を
用
い
た
講
義
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三　

前
二
号
に
よ
る
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
内
容
及
び
方
法
に
よ
り
実
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

（
登
録
生
存
講
習
機
関
が
行
う
生
存
講
習
の
時
間
数
等
） 

第
三
条　

規
則
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
時
間
数
は
、
三
時
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
生
存
講
習
の
講

師
及
び
受
講
者
の
比
率
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事

情
に
応
じ
、
当
該
時
間
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２　

規
則
第
五
十
七
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
内
容
及
び
方
法
の
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一　

生
存
技
術
に
関
す
る
事
項
に
関
し
、
別
表
第
一
第
一
号
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
実
習
を
行
う
も
の
で
あ
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る
こ
と
。 

二　

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
員
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
生
存

技
術
に
関
す
る
事
項
に
関
し
、
別
表
第
一
第
一
号
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認

め
る
船
上
に
お
け
る
実
習
及
び
視
聴
覚
教
材
を
用
い
た
講
義
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三　

前
二
号
に
よ
る
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
内
容
及
び
方
法
に
よ
り
実
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

（
生
存
講
習
管
理
者
及
び
講
師
に
対
す
る
研
修
の
基
準
） 

第
四
条　

規
則
第
五
十
七
条
の
七
第
二
項
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一　

研
修
の
内
容
が
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

イ　

生
存
講
習
管
理
者
に
対
す
る
研
修　

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
基
準 

(1)

(3)

　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
数
以
上
行
わ
れ
る
も
の

(1)
で
あ
る
こ
と
。 

 
  

科　
　
　
　
　

目

時　

間　

数
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一　

生
存
講
習
管
理
者
と
し
て
の
心
得

〇
・
五
時
間

  
  

二　

基
本
訓
練
の
概
要

一
時
間

  
  

三　

生
存
講
習
実
施
要
領
そ
の
他
生
存
講
習
の
実
務

一
時
間

  
  

四　

安
全
管
理

〇
・
五
時
間

 

　

生
存
講
習
管
理
者
に
対
す
る
研
修
を
行
う
の
に
十
分
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
講
師
に

(2)
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

　

及
び

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
存
講
習
管
理
者
と
し
て
生
存
講
習
事
務
の
管
理
を
行
う
に
当
た
り

(3)

(1)

(2)

必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
維
持
の
た
め
に
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ　

講
師
に
対
す
る
研
修　

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
基
準 

(1)

(4)

　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
数
以
上
行
わ
れ
る
も
の

(1)
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で
あ
る
こ
と
。 

 
  

科　
　
　
　
　

目

時　

間　

数

  
  

一　

基
本
訓
練
の
概
要

一
時
間

  
  

二　

生
存
講
習
指
導
要
領

二
時
間

  
  

三　

安
全
管
理

〇
・
五
時
間

 

　

の
表
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
実
施
に
当
た
り
、
受
講
者
を
生
存
講
習
に
立
ち

(2)

(1)
会
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

　

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ハ

(3)
に
掲
げ
る
三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
三
級
海
技
士
（
機
関
）
の
資
格
若
し

く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の
資
格
に
係
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
技
免
許
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
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ら
の
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
講
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。 
　

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
存
講
習
の
講
師
と
し
て
生
存
講
習
の
効
果
的
な
実
施
に
必
要

(4)

(1)

(3)

な
知
識
及
び
能
力
の
維
持
の
た
め
に
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二　

国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
研
修
実
施
規
程
に
従
い
、
研
修
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三　

研
修
の
全
て
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
の
み
受
講
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四　

必
要
に
応
じ
て
再
研
修
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
基
づ
き
研
修
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
準
用
） 

第
五
条　

第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
規
則
第
五
十
七
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
の

告
示
で
定
め
る
時
間
数
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
規
則
第
五
十
七
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則

第
五
十
七
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
内
容
及
び
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
は
規
則
第
五

十
七
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
三
条
の
見
出
し
中
「
登
録
生
存
講
習
機
関
が
行
う
生
存
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
消
火
講
習
機
関
が
行
う

消
火
講
習
」
と
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
並
び
に
前
条
第
一
号
ロ

及
び

中
「
生
存
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
消
火

(2)

(4)
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講
習
」
と
、
第
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
生
存
技
術
に
関
す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
消
火
技
術
に
関

す
る
事
項
」
と
、
「
別
表
第
一
第
一
号
下
欄
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
一
第
二
号
下
欄
」
と
、
前
条
の
見
出
し
及
び

同
条
第
一
号
イ
（

を
除
く
。
）
中
「
生
存
講
習
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
消
火
講
習
管
理
者
」
と
、
同
号
イ

の

(1)

(1)

表
第
一
号
中
「
生
存
講
習
管
理
者
と
し
て
の
心
得
」
と
あ
る
の
は
「
消
火
講
習
管
理
者
と
し
て
の
心
得
」
と
、
同
表

第
三
号
中
「
生
存
講
習
実
施
要
領
そ
の
他
生
存
講
習
の
実
務
」
と
あ
る
の
は
「
消
火
講
習
実
施
要
領
そ
の
他
消
火
講

習
の
実
務
」
と
、
同
条
第
一
号
イ

中
「
生
存
講
習
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
消
火
講
習
事
務
」
と
、
同
号
ロ

の
表

(3)

(1)

第
二
号
中
「
生
存
講
習
指
導
要
領
」
と
あ
る
の
は
「
消
火
講
習
指
導
要
領
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
関
係
） 

訓 

練 

事 

項

内　
　
　
　
　

容

一　

生
存
技
術
に
関
す

１　

船
舷
か
ら
水
面
へ
の
安
全
な
飛
び
降
り
方
に
関
す
る
こ
と
。 

る
事
項

２　

救
命
い
か
だ
（
艤
装
品
を
含
む
。
）
、
救
命
胴
衣
、
信
号
装
置
及
び
救
命
用
の

無
線
設
備
の
使
用
方
法
に
関
す
る
こ
と
。
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二　

消
火
技
術
に
関
す

１　

火
災
の
化
学
的
性
質
に
関
す
る
こ
と
。 

る
事
項

２　

火
災
の
消
火
活
動
及
び
消
防
設
備
の
使
用
方
法
に
関
す
る
こ
と
。 

３　

火
災
現
場
に
お
け
る
救
助
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

三　

応
急
手
当
に
関
す

１　

負
傷
者
に
対
す
る
応
急
処
置
に
関
す
る
こ
と
。 

る
事
項

２　

人
体
の
構
造
及
び
機
能
に
関
す
る
こ
と
。

四　

個
々
の
安
全
及
び

１　

船
舶
の
衝
突
、
火
災
、
沈
没
そ
の
他
の
非
常
事
態
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。 

社
会
的
責
任
に
関
す

２　

避
難
路
並
び
に
船
内
通
信
及
び
警
報
装
置
に
関
す
る
こ
と
。 

る
事
項

３　

船
内
に
お
け
る
作
業
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。 

４　

海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。 

５　

船
員
の
疲
労
の
軽
減
に
関
す
る
こ
と
。 

６　

船
内
に
お
け
る
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
。 

７　

船
内
に
お
け
る
暴
力
、
い
じ
め
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
対
策
に
関
す
る
こ

と
。
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五　

海
洋
環
境
の
保
全

１　

漁
具
及
び
魚
の
梱
包
材
の
排
出
に
よ
る
海
洋
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

及
び
漁
ろ
う
に
従
事

に
関
す
る
こ
と
。 

す
る
船
舶
の
航
行
の

２　

漁
ろ
う
設
備
及
び
漁
具
の
安
全
な
使
用
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

安
全
に
関
す
る
事
項

備
考 一　

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
含
む
訓
練
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
者

が
基
本
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
内
容
に
係
る
講
習
を
受
講
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

二　

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
） 

実 

習 

事 

項

内　
　
　
　
　

容
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一　

生
存
技
術
に
関
す
る
事
項

別
表
第
一
第
一
号
下
欄
に
掲
げ
る
内
容

二　

消
火
技
術
に
関
す
る
事
項

別
表
第
一
第
二
号
下
欄
に
掲
げ
る
内
容

備
考 一　

あ
ら
か
じ
め
実
習
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
実
習
を
行
う
こ
と
。 

二　

実
習
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
関
連
す
る
Ｉ
Ｍ
Ｏ
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
参
考
と
す
る
こ
と
。 

三　

実
習
の
受
講
者
の
数
は
、
講
師
一
人
に
つ
き
お
お
む
ね
十
五
人
以
下
と
す
る
こ
と
。 

四　

実
習
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
講
師
の
補
助
者
を
配
置
す
る
こ
と
。 

五　

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
含
む
講
習
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
者

が
実
技
講
習
を
受
講
す
る
場
合
に
は
、
当
該
内
容
に
係
る
実
習
を
受
講
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

六　

実
習
に
使
用
す
る
設
備
を
搭
載
す
る
義
務
が
な
い
船
舶
に
乗
り
組
む
船
員
と
し
て
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者

が
実
技
講
習
を
受
講
す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
視
聴
覚
教
材
を
用
い
た
講
義
を

も
っ
て
当
該
設
備
を
使
用
す
る
実
習
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
表
第
三
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

一　

特
定
遠
洋
・
近
海
船
（
漁
ろ
う
及
び
国
際
航
海
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
の
国
際
航
海
を

い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
事
し
な
い
総
ト
ン
数
二
十
ト

ン
以
上
の
船
舶
（
漁
船
特
殊
規
則
（
昭
和
九
年
逓
信
省
・
農
林
省
令
）
第
五

条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
漁
船
（
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
特
定
漁
船
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
遠
洋
区
域
又

は
近
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
乗
り
組
む
船
員
の
う
ち
、
令
和
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
船
員
手
帳
（
当
該
船
員
が
令
和
四
年
四
月
一
日
に
お
い

て
受
有
し
て
い
た
船
員
手
帳
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
効
期

間
が
満
了
す
る
も
の
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二　

特
定
遠
洋
・
近
海
船
に
乗
り
組
む
船
員
の
う
ち
、
令
和
十
二
年
四
月
一
日

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
船
員
手
帳
の
有
効
期
間
が
満

了
す
る
も
の

三　

特
定
沿
海
船
（
漁
ろ
う
及
び
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
総
ト
ン
数
二
十
ト

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ン
以
上
の
船
舶
（
特
定
漁
船
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
沿
海
区
域
を
航
行
区

域
と
す
る
も
の
（
平
水
区
域
か
ら
当
該
船
舶
の
最
強
速
力
で
二
時
間
以
内
に

往
復
で
き
る
区
域
の
み
を
航
行
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
乗
り
組
む
船
員
の
う
ち
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
船
員
手
帳
（
当
該
船
員
が
令
和
六

年
四
月
一
日
に
お
い
て
受
有
し
て
い
た
船
員
手
帳
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
も
の

四　

特
定
沿
海
船
に
乗
り
組
む
船
員
の
う
ち
、
令
和
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
船
員
手
帳
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
も



- 14/16 -

の
五　

特
定
沿
海
船
に
乗
り
組
む
船
員
の
う
ち
、
令
和
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
令

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日

和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
船
員
手
帳
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る

も
の

六　

特
定
沿
海
船
に
乗
り
組
む
船
員
の
う
ち
、
令
和
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
令

令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日

和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
船
員
手
帳
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る

も
の

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
漁
船
等
（
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
船

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以

舶
で
あ
っ
て
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
以
外
の
区
域
に

下
こ
の
表
に
お
い
て
「
施
行

お
い
て
従
業
す
る
国
際
総
ト
ン
数
（
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
総
ト

し
て
三
年
を
経
過
す
る
日

ン
数
を
い
う
。
）
三
百
ト
ン
以
上
の
も
の
並
び
に
国
際
航
海
に
従
事
し
な
い
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総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
特
定
漁
船
で
あ
っ
て
遠
洋
区
域
、
近
海
区
域
又

は
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
初
め
て
乗
り
組
む
こ
と
と
な
る
日
が
施
行
日
以
後
の
日
と
な
る
船

員
八　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
漁
船
等
に
乗
り
組
む
船
員
の
う
ち

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

、
施
行
日
に
お
い
て
海
技
免
状
を
受
有
し
な
い
も
の

を
経
過
す
る
日

九　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
漁
船
等
に
乗
り
組
む
船
員
の
う
ち

当
該
海
技
免
状
の
有
効
期
間

、
施
行
日
に
お
い
て
海
技
免
状
を
受
有
す
る
も
の

が
満
了
す
る
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
を
経
過
す
る
日

附　

則 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
告
示
は
、
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
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げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
基
本
訓
練
及
び
実
技
講
習
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２　

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（

次
項
に
お
い
て
「
整
備
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

船
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一　

漁
ろ
う
に
従
事
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
乗
り
組
む
船
員　

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準 

二　

漁
ろ
う
に
従
事
す
る
船
舶
に
乗
り
組
む
船
員　

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準 

３　

整
備
省
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
と
す
る
。 


